
議
会
運
営
委
員
会

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

新
人
議
員
研
修
に

　
　
　
　
　

参
加
し
て

委 員 会 だ よ り

　本
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
会
改
革
の
方

向
を
踏
ま
え
、
市
民
参
加
に
よ
る
議
会
運
営
を

目
指
す
こ
と
を
基
本
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　今
回
、
初
め
て
議
員
自
己
評
価
を
行
い
ま
し

た
。
議
会
基
本
条
例
の
理
解
と
遵
守
の
推
進
、

条
例
に
基
づ
く
活
発
な
議
員
・
議
会
活
動
の
推

進
な
ど
47
の
設
問
に
対
し
、
各
議
員
が
４
段
階

で
評
価
す
る
も
の
で
す
。

　さ
ら
に
、
そ
の
評
価
を
も
と
に
集
計
表
を
作

成
し
、
議
員
、
委
員
会
、
議
会
と
し
て
の
活
動

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
次
年
度
へ
の
活
用
に
向

け
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　今
年
度
10
年
目
を
迎
え
る
議
会
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
つ
い
て
は
、
変
遷
や
運
用
方
法
、
今
後
の
議

会
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
い
ま
一

度
見
つ
め
直
し
、
10
月
１
日
に
市
内
４
カ
所
で

開
催
す
る
予
定
で
す
。
今
後
も
、
市
民
と
の
協

働
に
よ
る
議
会
活
動
の
展
開
に
向
け
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

�

（
成
田
）

※�

議
員
自
己
評
価
に
つ
い
て
は
41
ペ
ー
ジ
を
ご

ら
ん
く
だ
さ
い
。

　議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
は
名
前
の
と
お
り
、

議
会
だ
よ
り
の
編
集
発
行
が
第
一
の
役
割
で
す
。

そ
の
目
的
は
、
市
民
に
議
会
や
議
員
が
今
ど
の

よ
う
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
を
お
伝

え
す
る
こ
と
で
す
。

　現
在
、
議
会
だ
よ
り
の
発
行
は
年
４
回
、
定

例
会
終
了
後
の
翌
々
月
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

編
集
作
業
な
ど
か
ら
こ
れ
以
上
の
時
期
の
短
縮

は
難
し
い
状
況
で
す
。

　こ
の
こ
と
か
ら
、
本
委
員
会
で
は
今
年
度
の

重
点
課
題
と
し
て
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

充
実
と
一
部
刷
新
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。

　市
民
に
情
報
提
供
す
る
内
容
の
充
実
を
図
る

と
と
も
に
、
現
在
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
の
普
及
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
な
ど
に
よ
り
、
現
状
の
市
議
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
閲
覧
上
の
不
具
合
が
散
見
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
改
善
策
の
検
討
と
タ
イ
ム
リ
ー
な

情
報
提
供
を
心
掛
け
、
活
動
計
画
に
の
っ
と
り

積
極
的
に
議
会
の
情
報
公
開
度
の
向
上
に
努
め

ま
す
。

�

（
戸
井
）

　平
成
28
年
５
月
16
日
か
ら
20
日
の
５
日
間
、

滋
賀
県
大
津
市
で
開
催
さ
れ
た
「
新
人
議
員
の

た
め
の
地
方
自
治
基
本
コ
ー
ス
」
に
、
新
人
議

員
５
名
（
井
野
、
小
栗
、
千
田
、
戸
井
、
若
木
）

が
参
加
し
ま
し
た
。

　研
修
に
先
立
ち
、
事
前
に
い
た
だ
い
た
資
料

の
内
容
を
分
析
・
検
討
す
る
た
め
、
５
名
で
勉

強
会
を
開
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
、
捉
え
方

に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　受
講
生
は
、
全
国
か
ら
募
集
定
員
35
名
を
は

る
か
に
超
え
る
58
名
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　２
日
目
か
ら
は
、
地
方
自
治
制
度
の
基
本
、

地
方
議
会
の
制
度
、
自
治
体
財
政
の
講
義
を
受

け
、
４
日
目
は
グ
ル
ー
プ
討
論
に
よ
る
、
基
本

条
例
の
骨
子
案
を
検
討
す
る
研
修
で
し
た
。

　事
前
の
勉
強
会
が
功
を
奏
し
、
本
市
の
新
人

議
員
が
各
グ
ル
ー
プ
で
積
極
的
に
発
言
し
、
リ

ー
ド
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

　新
人
議
員
研
修
と
言
い
な
が
ら
も
、
そ
の
講

義
内
容
は
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
が
高
く
、
こ
の
研
修

で
得
た
知
識
、
知
見
を
市
政
に
反
映
す
る
こ
と

を
申
し
合
わ
せ
、
研
修
所
を
後
に
し
ま
し
た
。

�

（
若
木
）

初!
　本年度より、議員個々が１年間の活動を振り返り、議会基本条例に則した活動を行えているか自己評価する仕組みを導入し
ました。今後、これらの結果を受けて、各議員が自身のあるべき活動姿勢を改めたり、議会全体で活動を見直す際の参考資料
として活用されていきます。

※ご不明な点がありましたら、議会事務局（85-9220）へお問い合わせください。
※全22条の自己評価については、市議会ホームページに掲載しています。

議員自己評価 を 行いました

別記様式第２号（第５条関係）
登別市議会基本条例に係る議員自己評価集計表

条例の理解と遵守の推進、及び条例に基づくより活発な議員・議会活動を推進するため、設問文は、原則として、条例に則して表現している。
なお、設問の一部において、将来の議員・議会活動に向け、現状での目指すべき思いを表現として加えている。
　　【自己評価の基準】
　　　◎：達成し、さらに取り組んでいる。
　　　○：概ね達成している。
　　　△：取り組んではいるが、改革の余地がある。検討しているが、実行に至っていない（構想段階）。
　　　×：取り組んでいるとは言えない。取り組んでいない。

【集計：平成28年４月】

条　　　 項
自己評価集計
（単位：人） 設　　　　　　　　　　　　　　　　　　問
◎ ○ △ ×

第１条
（目的）

次の２項目の評価は、第２条以下の項目を評価した後にすること。

1 10 7 ①�議会は、「活力あるまちの実現」と「市民福祉の向上」に貢献するため、条例に基づいた活
動をしたか。また、条例の目的を果たしたか。【議会の一員】

2 7 9 ②�「活力あるまちの実現」と「市民福祉の向上」に貢献するため、条例に基づいた活動をした
か。また、条例の目的を果たしたか。【議員自身】

（コメント欄）
１．�目的に向かってはいるが、目的が果たしたとまでは言えない。
２．�人口減少や少子高齢化、経済基盤の悪化などの社会的要因に対し、更なる研鑽を重ねる必要性がある。
３．�①質問に対し、「検討します」の答弁追及が不足してるのではと感じる。単年度の事業活動の積み上げ
であり、いつ検討し、その検討結果についての回答がされていない。検討結果をいつまでに回答するの
かまで詰めるべきと思われる（５Ｗ１Ｈ方式）。②取り組んでいるものの、経験不足、勉強不足の所が
あることは否めないものの、現状レベルでできる範囲のことは行ってきたと思う。

４．�常に条例に基づいた活動を意識しているが、「目的を果たしたか」の部分では、道半ばである。
５．�議員個人の取り組みとしては、資質向上や市民の求める様々な意見を採り上げ議会での質問をしている
が、市民の満足出来るような結果には至っていない。

６．�自己評価としては、達成できていると思われる項目は一部あるが、全体を見た場合、未だ多くの改善の
余地が残されている。

第２条
（議会の活動原則）
【議会の一員】

　議会は、市民の代表機関として、市民に親しまれ、わかりやすい、開かれた議会運営をめざ
し、次に掲げる原則に基づき積極的に活動したかを問います。

1 7 10 ①議会は、市民参画の促進を図るため、情報公開と説明責任を果たしたか。

7 11 ②�議会は、市民との協働による議会活動の展開を図るため、市民との議論の場を設け、提案・
提起等に繋がる取り組みをしたか。

12 6 ③議会は、論点及び争点を明確にした議論をしたか。
1 12 4 1 ④議会は、議員間の討議を深める中で、合意形成をめざす議会活動をしたか。
1 15 2 ⑤議会は、議案の審議を常任委員会を中心に進めたか。
（コメント欄）
１．�ＨＰや議会だよりは充実してきたと思うが、議論の場という観点では不十分であると感じる。
２．�①会議のネット中継や会議議事録の公開、行政視察報告の公開等行っているものの、どのくらいの方が
閲覧しているのかが不明。アクセス状態が解るようにすべきと思う。②行政視察報告は市民向けの報告
会を行うことが望ましく、公開し市民との対話を行ったほうが良いと思う。③地方創生等調査特別委員
会の取り組み、議論は審査機関として評価できるものであったと思う。④合意形成を目指していたと感
じた。⑤議案審査で委員会付託がなく、一部不足の委員会があったと思われる。

３．�議案情報、会議情報、出向組織（農業委員や観光協会理事、西いぶり広域連合等）の情報公開が必要と
考えます。また、「市民との議論の場」について、議会フォーラムの対象者を限定的としている手法が
条例と照らし合わせた場合に適当かどうか、議論を要すると考えます。

４．�②の「市民との協働」について充分な協議が必要であり、そこから新たな取り組みを構築すべき。
５．�取り組んでいるが、改革の余地がある。

41 議会だより　でぃすかす


